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青切符制度の導入に向けた啓発活動の取組事例について
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 令和８年４月１日から、道路交通法の一部を改正する法律（令和６年法律第34号）
のうち、16歳以上の自転車の運転者を交通反則通告制度（いわゆる「青切符」）の
対象とする規定が施行

 東京都では、青切符制度の施行に向けた取組を実施（または実施予定）

警視庁

都民安全
総合対策本部

・交通安全教育用リーフレットの作成、配布
・交通反則通告制度を説明したチラシの作成、配布
・交通ルールや交通反則通告制度導入に関する広報啓発動画の作成
・関係団体と連携した啓発活動の推進

・自転車ルール普及啓発動画の作成
・都安ウェブサイトの更新
・自転車ルールブック（仮称）の作成
・輪トレアプリの更新

取組事例の紹介

皆様には、交通ルールに関する啓発活動を行っていただくようお願いいたします
例）各自治体HP掲載、各自治体広報誌の活用、各自治体施設へのポスター掲示及びチラシ

設置、各自治体施設のデジタルサイネージ等の活用 など



自転車反則通告制度の周知に関する取組について 資料

青切符の導入前と導入後の違い

違反検挙

① 違反現場での手続き

② 出頭・取調べ

③ 裁 判

④ 罰金の納付等

事件終結

検察官が起訴

有罪判決

違反検挙

① 青切符の交付

② 反則金の仮納付

③ 反則金の納付

事件終結

②で仮納付
しなかったとき

【導入前】 【導入後】

① 取締現場での手続が迅速に

【導入後のメリット】

② 反則金を納付したときには
取調べや裁判を受ける必要
はなく、手続が終了する

③ 反則金を納付すれば、裁判
を受けたり、有罪判決を受
けいわゆる「前科」がつく
ことがない

① 対象は１６歳以上

【青切符の対象】

② 反則行為に限られる

③ 酒酔い運転や酒気帯び運転
妨害運転など重大な違反は
反則行為に該当せず、これ
までと同様刑事手続により
処理されます

自転車交通反則通告制度の周知
令和８年４月１日から自転車の交通違反に導入される反則通告制度について幅広く
情報提供することで、都民の不安や不満を解消し、正しく安全な自転車利用を促進
するとともに自転車関与の交通事故を抑止する。

○ 交通安全教育用リーフレット（成人用・子供用）を作成し、キャンペーンやイベン
ト等の街頭活動での配布や各警察施設に備え付けるなど、広く周知を推進。
※日本語、英語、中国語、韓国語バージョンを作成

○ 自転車の交通反則通告制度を分かりやすく説明したチラシを作成し、各種街頭活動
で配布するとともに、警視庁のホームページやＳＮＳ（Ｘやインスタグラム）等の各
種広報媒体を活用して普及啓発を推進

○ 警視庁公認交通安全情報サイトで自転車の交通ルールや交通反則通告制度の導入に
関する広報啓発動画を公開中

○ 関係団体と連携し、情報の共有・拡散依頼をするなど啓発活動を推進（自転車販売
事業者、シェアサイクル、教育庁等）

○ 安全教育動画（自転車の正しい乗り方・交通反則通告制度の対象となる具体的な違
反等）を制作予定（令和８年３月上旬予定）

○ 自転車の交通ルールや交通反則通告制度開始を周知させるポスターを作成し、駅や
電車をはじめとした公共交通機関等に掲示予定。

○ 交通反則通告制度を分かりやすく説明したチラシを継続的に作成し、更なる普及啓
発を推進（随時）※自転車の交通ルールに関する交通安全教育マニュアルを制作予定

［リーフレット］ ［チラシ］［動画］

【現在進行中】

【今後実施予定】
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警視庁による取組の紹介



都民安全総合対策本部による取組の紹介

■ 自転車ルール普及啓発動画の作成

動画の活用例
▨ 春・秋の交通安全週間をはじめとした交通安全
イベントや 住民・企業向けの交通安全教室で
の放映

▨ 自治体交通機関内（コミュニティバス等）での
放映

▨ ホームページへの掲載、各種リーフレットへのバ
ナーやQRの掲載

リンクなど

 来年４月の制度施行が近づいてきた交通反則通告制度（青切符制度）
 交通安全への関心が高まるこの機会に、ついやってしまいがちな自転車の違反行為を分かりやすくまとめた４本の動画を作成
 若い世代をメインターゲットとしつつ、SNS広告などを中心に幅広く周知・広報を図り、自転車安全利用に対する機運を醸成

日常的に見受けられる４種類の違反をピックアップ
すべて15秒版で作成

▨ながらスマホ運転 ▨車道の右側通行

▨歩道の危険走行 ▨イヤホン使用運転

▨ バナー・二次元コードクリックで動画につながりま
す。

▨ 動画データやバナー、サムネイルが必要な場合、
ご連絡ください。
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都民安全総合対策本部による取組の紹介
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■ 都安本部ウェブサイトの更新


